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第1.  官民対話の目的 

本官民対話は、実施方針（案）に関する民間事業者の皆様からのご意見を聴取し、民間

事業者の創意工夫が最大限に発揮できるような実施条件等の参考とすることを目的として

います。 

皆様から頂いたご意見は、今後、策定を予定している実施方針等の検討のために使用し

ます。 

 

第2.  官民対話のプロセス 

1.  官民対話申込書および守秘義務誓約書の提出 

官民対話を希望する方は、官民対話申込書（様式２）及び守秘義務誓約書（様式３）に

必要事項を記入し、件名を「【官民対話申込書の提出】貴社名」として、公募アドバイザ

ーへ電子メールにて提出ください。 

官民対話申込書の提出者には、官民対話意見書（様式４）を電子メールにて送付します。 

 

2.  守秘義務対象資料の開示 

官民対話申込書および守秘義務誓約書の提出者宛てに、守秘義務対象資料を電子メール

にて開示します。 

 

3.  意見書の提出 

官民対話申込書の提出者は、官民対話意見書（様式４）にご意見を記載いただき、件名

を「【官民対話意見書の提出】貴社名」として、公募アドバイザーへ電子メールにて提出

ください。なお、提出形式は、Word もしくは PDF ファイルとしてください。 

 

4.  官民対話の実施 

官民対話申込書に記載いただいた官民対話希望日をもとに、実施日時を電子メールにて

個別に連絡します。 

対話時間は、80 分程度を予定しています。 

官民対話については対面での実施を想定しています。WEB での実施を希望される場合

は、公募アドバイザーまでご相談ください。 

 

5.  結果概要の公表 

官民対話の結果については、民間事業者のアイデアやノウハウ等の保護に抵触しない範

囲で、ホームページで公表することを予定しています。 

 

6.  事業者リストの配布 

官民対話申込書（様式２）において、事業者リストへの記載を了承された事業者のリス

トを作成し、当該事業者に対して事業者リストを配布させていただくことを予定していま

す。 
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第3.  官民対話の実施スケジュール 

実施方針（案）の公表 令和７年７月 23 日（水） 

官民対話申込書の提出期限 令和７年８月６日（水） 

官民対話意見書の提出期限 令和７年８月 22 日（金） 

官民対話の実施期間 
令和７年９月８日（月）～19 日（金） 

09:00～17:00 での実施 

結果概要の公表 令和７年９月末頃 

 

第4.  官民対話の対象者 

本事業への参加意向を有する法人又は法人のグループを対象に実施します。 

ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。 

① 予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条の規定に該当する者。 

② ＰＦＩ法第９条に定めのある、特定事業を実施する民間事業者の欠格事由に該当

する者。 

③ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続の開始の申立てがなさ

れている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続の開始

の申立てがなされている者。 

 

第5.  官民対話意見書の記載事項 

官民対話意見書（様式４）に、以下の記載事項に対するご意見を記載してください。 

なお、現時点で全ての記載事項に対して記載することが難しい場合は、可能な範囲で記

載をお願いします。 

 

(1) 本公園で提供・実現したいサービス 

管理運営ビジョンを踏まえて、本公園全体、各エリアにおいて利用者に提供したい

体験・サービス等について記載ください。 

 

(2) 事業スキーム 

民間事業者の創意工夫を最大限に発揮するために、実施方針（案）や要求水準書

（素案）等において定めている事業条件についての意見を記載ください。 

 

(3) 本事業への参画意向 

現時点での本事業への参画意向について記載ください。 

 

第6.  様式 

官民対話申込書（様式２） 

守秘義務誓約書（様式３） 

官民対話意見書（様式４） 
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第7.  守秘義務対象資料 

要求水準書（素案） 

要求水準書（素案）別紙資料 

要求水準書（素案）参考資料 

インフォメーションパッケージ（本編） 

インフォメーションパッケージ（参考集） 

 

第8.  問合せ先（公募アドバイザー） 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 

電話番号：06-4799-7320 

メールアドレス：bihoku-PPP@tk.pacific.co.jp 

 

第9.  個人情報等の取扱い 

官民対話で取得した個人情報は、適切に管理し、官民対話を実施する目的においてのみ

利用するものとし、当該目的以外での目的では利用しません。 

 

第10.  留意事項 

1.  参加実績の取扱い 

官民対話の参加実績は、本事業の応募時における評価の対象とはなりません。 

2.  費用負担 

官民対話に要する費用は、参加する法人又は法人グループの負担とします。 

 


